
学生自治会要望への回答（キャンパス共通） 

 

回答課 教育推進課  

 

   ＜要望＞ 

１ 大学の授業に関して、次の内容を実施すること。 

Ⅰ．オンラインの授業やテストが対面のものと重なることで、うまく受講できないケースがあった

ため解決を図ること。 

 

   ＜回答＞ 

回  答  欄 

 

ご意見ありがとうございます。 

 

大学では既に対面授業を基本とし、一定の条件に該当する授業については遠隔授業（オンライ

ン授業）での実施としています。また、2023 年 5 月 8 日をもって新型コロナウイルス感染症

が 5類感染症に位置づけ変更されることから、更に遠隔授業は減少傾向になる見込みです。 

 

また遠隔授業の実施にあたっては方針を策定しており、その手法は同時双方向型授業（同期授

業）での実施は最小限に留めるよう教員に周知しているところです。 

 

同時双方向型授業を実施する講義については、学生の受講環境に対する配慮をおこなうよう

周知いたします。 

 

 

 

Ⅱ．オンデマンドの動画の削除や休講連絡等の重要情報の伝達が不十分な事態が発生していたため、

情報伝達について見直しをすること。 

 

   ＜回答＞ 

回  答  欄 

 

ご意見ありがとうございます。 

 

遠隔授業を実施する場合、特に初回授業については授業支援システム（Moodle）による提示を

原則とし、また授業前後に授業支援システム等により、担当教員が質問への回答、指導ができ

るよう体制を整えることとしています。 

 

情報伝達については、上記のとおり各教員に通知しているところではありますが、再度周知を

図るようにいたします。 

 

 

  



学生自治会要望への回答（中百舌鳥キャンパス） 

 

回答課 施設課  

 

   ＜要望＞ 

２ キャンパス内の自転車に関して、次の内容を実施すること。 

Ⅰ．生協付近や B3 棟付近で駐輪スペース出ない場所への駐輪が多く見られるため、利便性の高い

駐輪場を新たに作るなど対策を図ること。 

 

   ＜回答＞ 

回  答  欄 

 

１．生協付近における駐輪について 

当該場所はノー自転車ゾーンであるため、駐輪場の整備を行う予定はありません。 

ノー自転車ゾーンの現行ルールについては、その施行にあたり当時学生自治会と学生課が協議・

合意のうえ定めたものであり、ルールが守られていない現状については、学生自治会から各種団

体に呼びかけをお願いします。そのうえで、現時点において改正の必要性が高いとの判断に至れ

ば、意見（具体的な改正案等）をとりまとめ、別途要望を頂きたいと思います。 

 

２．B3棟付近における駐輪について 

 工学新棟の新築に伴い、建設地である B3棟裏駐輪場が利用出来なくなったため、その代替駐輪

場として、B4 棟前の駐輪場を増設するとともに、B3 棟前白鷺門通りに臨時駐輪場を設けていま

す。 

空きスペースが不足しているとのことですが、B3棟の利用率が高い時間帯において、確かに B3

棟臨時駐輪場が満車であることもありますが、一方で B4棟前の駐輪場には空きがあることも確認

しております。また高専の移転も踏まえ、現状に合わせた整備ではなく、最終的な移転計画完了

後を見据えた効率的な整備が必要であることもご理解頂きたいと思います。 

 B3棟利用者にとって、B4棟前駐輪場は極端に離れた場所であり利便性が悪いとまでは言えない

と思われるため、B3棟前臨時駐輪場が満車の場合には、近傍の B4棟前駐輪場の空きスペースに駐

輪を行い、指定外駐輪を行わないよう努めてください。 

 

 

 

  



学生自治会要望への回答（中百舌鳥キャンパス） 

 

回答課 施設課  

 

   ＜要望＞ 

２ キャンパス内の自転車に関して、次の内容を実施すること。 

Ⅱ．使われていなさそうな自転車が放置されて駐輪スペースを圧迫しており、加えて屋根のない駐

輪場が多いため現在時点で使用可能な駐輪スペースの利便性を改善すること。 

 

   ＜回答＞ 

回  答  欄 

 

１．不要自転車について 
 利用されていないであろう所謂放置自転車の対策として、一定期間警告札を車両に取り付け、

引き続き放置されている車両については、更に西門横ストックヤードに一定期間保管のうえ順次

場外搬出を行っています。 

 放置自転車であることを確認するために一定期間を経過しなければ車両を西門横ストックヤー

ドに移動することが出来ないこと、また回収すべき車両も多く、回収までに時間を要するため、

結果駐輪スペースを圧迫していることも認識しております。 

 より効率よく回収出来るよう注力するとともに、前年度から卒業生が放置する自転車を減らす

取組として、学位記授与式当日を含め数日間、不要自転車の引き取りを行っており、これを継続

することといたします。また次年度からは自転車登録制度をより推進し、未登録車両も撤去対象

とする予定ですので、自転車利用者は登録のうえ登録証を車両に貼付することを徹底してくださ

い。 

 

２．屋根付き駐輪場について 

今後新棟建設及び各棟改修完了後にこれら棟への移転が完了し、各駐輪場の利用状況が定着化

すれば、屋根付き駐輪場の整備とその他施設維持保全に必要な事業を必要性・緊急性の観点から

比較衡量したうえで、実施の判断を行うこととします。 

 

 

  



学生自治会要望への回答（中百舌鳥キャンパス） 

 

回答課 施設課  

 

   ＜要望＞ 

３ 学内施設の備品の補充が行われていないことや清掃等が行われていない場所が散見されるため、

それらの見直しをすること。 

 

   ＜回答＞ 

回  答  欄 

 

１．学内施設の備品補充について 

 本要望事項が、アンケート内容中の「一部女子トイレ（B1等など）に、便座を拭くためのア

ルコールジェルが設置されているものの、常に中身が空なので、定期的に詰め替えて欲しいで

す。」を指すものとして回答をいたします。 

 確認しましたところ、B1棟事務職員が定期的に補充は行っておりますが、ジェルが硬化し、

吐出しない状態になっていることがあったことが分かりました。今後十分注意いたします。 

 

２．清掃等が行われていない場所が散見されるとの指摘について 

 備品の補充と同様に、具体的に改善を求めたい場所や改善すべき状況をお知らせください。

実態を確認のうえ、対策を講じます。 

 

 

 

  



学生自治会要望への回答（羽曳野キャンパス） 

 

回答課 羽曳野キャンパス事務所  

 

   ＜要望＞ 

４ 食堂及び購買に関して、次の内容を実施すること。 

Ⅰ．（給油ポットおよび電子レンジの設置数、設置場所の見直し）購買横の給湯ポットと電子レンジが

混雑を生んでおり、利用者が利用できず利用しない人も通行の妨げとなるため、別の場所への

新設などの対策をすること。 

 

   ＜回答＞ 

回  答  欄 

 

購買横の給湯ポットおよび電子レンジは、原則として生協売店で購入した商品へのサービス

として設置されており、持ち込みのものに対応する前提で設置されておりませんので、現状の

生協販売状況等からは、生協側での増設対応は困難であると思われます。 

 

そのため、代替案として、事務局にて I棟１Fの自販機コーナーに持ち込み用の電子レンジを

設置させていただき、自治会にて運用を調整いただければと思っておりますがいかがでしょ

うか。ご検討、よろしくお願いいたします。なお、給湯ポットにつきましては、防犯上、衛生

上の理由から、無人スペースに設置することはできませんので、ご了承いただけますよう何卒

宜しくお願いいたします。 

 

 

 

  



学生自治会要望への回答（羽曳野キャンパス） 

 

回答課 羽曳野キャンパス事務所  

 

   ＜要望＞ 

４ 食堂及び購買に関して、次の内容を実施すること。 

Ⅱ．（テイクアウト販売の販売時間、販売数の見直し）食堂や購買、弁当販売の営業時間が短く、また

レパートリーや弁当の数などが需要に対して、足りていないものだと考えられるため、需要に

対する十分な供給を促すこと。 

 

   ＜回答＞ 

回  答  欄 

 

羽曳野食堂・売店の現状について生協に確認したところ、2022年度の利用者数は 2019年度比

で約 4分の 1となるなど、学内需要としては激減しており、すでに採算を割ってしまっている

模様です。 

その中でテイクアウト弁当については、ご指摘のとおり売り切れる曜日（具体的には木曜日が

多い）はありますが、他の曜日には多数残っており、全体平均では供給過多になっている模様

です。 

 

生協側としては全体的な運営業態などの研究も 2023年度内に検討予定とのことですが、 

これらの状況を解消するためには、大学（自治会含む）側の協力のもと需要数を確実に把握す

るなど効率よく運営する必要があるのではないかと思われます。 

 

そのうえでお弁当については生協側から、 

 

「自治会主導でお弁当の前日予約などをご検討いただけるならば、自治会の要望にもお応え

したうえで、運営効率も上がるのではないか」 

 

とのご提案がありましたので、生協の学生委員会と一緒にご検討いただければ幸いです。 

 

また、生協側より、以下のとおり補足がありましたので、合わせてお伝えしておきます。 

 

「大学生協は出資者の皆様が相互に協力して運営する組織です。組合員である学生・教員・職

員の代表として理事を選出して運営を議論しています。現在はコロナ禍の影響もあり活動が

停滞してしまっていますが、学生委員会という活動もあります。また、年に一回総代会（会社

でいう株主総会）を開催し、年度方針には総代という代表者に参加いただいて計画の承認を得

ています。羽曳野キャンパスからも理事・総代が出ています。（中略）キャンパスの組合員で

生協運営のアイデアを継続して議論いただければと願っています。」 

 

 



学生自治会要望への回答（羽曳野キャンパス） 

 

回答課 羽曳野キャンパス事務所  

 

   ＜要望＞ 

５ （学内施設及びサービスの見直し）学内の施設において、食堂やトイレなどに問題がありシュラ

イクが空いていないなど、キャンパス間で格差があるため、それらを検討し改善していくこと。 

 

   ＜回答＞ 

回  答  欄 

 

羽曳野キャンパスに中百舌鳥キャンパスのシュライクの様な施設は存在しないため、学生の

食事・休憩スペースについては、売店横スペースや食堂横スペースにテーブルと椅子を配置

してスペースの確保を実施してきております。また、トイレについても、順次ウォシュレッ

トの洋式便器への更新を進めるなどして、順次、学内施設の改善を進めてきており、今後も

可能な範囲内で改善を進めていく予定となっております。 

 

 



学生自治会要望への回答（りんくうキャンパス） 

 

回答課 りんくうキャンパス事務所  

 

   ＜要望＞ 

６ 生協の営業時間を伸ばすこと。 

 

 ＜回答＞ 

回  答  欄 

 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

生協の方に確認したところ、下記の通り回答をいただきました。 

 

『利用者数は 2019年度と比較して、近くに 24時間オープンのスーパー・コンビニエンススト

アの存在や営業時間の短縮をしている影響もあり、約半減しています。（2019年度年間利用者

数 27,386人、2022年度 14,135人） 

そのため、生協店舗を多くご利用頂いている時間帯にしっかり対応したいと考えています。 

 

ご参考までに、りんくうショップの経営状況についてご報告しますと、2022 年度は赤字であ

り、今後さらに赤字額が増えますと生協の存否にも影響を与える状況ですのでご理解賜りま

すようおねがいします。』 

 

 

  



学生自治会要望への回答（りんくうキャンパス） 

 

回答課 りんくうキャンパス事務所  

 

   ＜要望＞ 

７ 食堂の品数を増やすこと。 

 

 ＜回答＞ 

回  答  欄 

 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

生協の方に確認したところ、下記の通り回答をいただきました。 

 

『ご要望にお応えし、まずは野菜サラダについて、実験展開を再開します。是非ご利用くださ

い。 

今後、皆さんのご利用状況を確認しながら、他のご要望についての充実を引き続き検討して参

ります。 

 

なお、ご参考までにりんくう食堂の経営状況についてご報告します。 

<要望>6への回答でもお伝えしたとおり、2022年度は赤字でした。 

また、利用者数は 2019年度と比較して、約 3分の 1に減少しています。（2019年度 10月利用

者数 1,583人、2022年 10月利用者数 528人） 

何とか食堂の運営が継続できるよう、運営面も含めて考慮した結果が、現在の丼・カレー類を

中心としたメニュー構成です。 

小鉢類などを提供してもご利用が最少調理食数に届かず、結果廃棄が増え、経営を圧迫する状

況です。』 

 

 

 

 

 

 

 

 



学生自治会要望への回答（りんくうキャンパス） 

 

回答課 りんくうキャンパス事務所  

 

   ＜要望＞ 

８ 運動できる場所づくりを行うこと。 

 

   ＜回答＞ 

回  答  欄 

 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

2023 年 3 月 31 日に通知しましたとおり、2023 年 4 月 1 日よりテニスコートの利用を再開し

ましたので、ぜひ活用してください。 

また、多目的ホール、多目的ホール別室（トレーニングルーム）での運動につきましては、

2023年 5月 8日に再開を予定しております。 

 

基本的な感染対策（３密の回避、手洗い、こまめな換気等）は引き続き必要ですので、 

学生のみなさん自身も適切な感染対策を講じてください。 

 

なお、上記については、学内外の新型コロナウイルス感染状況により、変更する場合があり

ますので、ご理解をお願いします。 

 

 

  



学生自治会要望への回答（りんくうキャンパス） 

 

回答課 りんくうキャンパス事務所  

 

   ＜要望＞ 

９ 定期的な完全ランダムな席替えを実施すること。 

 

   ＜回答＞ 

回  答  欄 

 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

2023 年 3 月 31 日に通知しましたとおり、2023 年 4 月 1 日より、講義室等の座席固定がなく

なりましたので、今後は空いている席に自由に座ってください。新型コロナウイルス感染防

止対策にご協力いただき、ありがとうございました。 

 

基本的な感染対策（３密の回避、手洗い、こまめな換気等）は引き続き必要ですので、 

学生のみなさん自身も適切な感染対策を講じてください。 

 

なお、上記については、学内外の新型コロナウイルス感染状況により、変更する場合があり

ますので、ご理解をお願いします。 

 

 


